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  発熱等の症状がある場合の相談・受診方法

まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談していただき、相談先の案内に従って受診してください。

かかりつけ医を持たない場合や相談先に迷う場合等は、下記の「受診・相談センター」に相談してください。

検査は、医師が必要と判断した場合に実施されることとなります。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

	
県内の診療・検査医療機関について（外部リンク：愛媛県HP）


 

受診・相談センター※24時間開設しています


愛媛県と松山市が合同で、24時間相談対応に当たる電話相談窓口を開設しています。

	対応時間：24時間対応（土日・祝日含む）
	電話番号：089-909-3483（愛媛県・松山市共通）




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　保健センター
郵便番号：796-0010
住所：愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL：0894-24-6626
FAX：0894-24-6652
E-Mail：hoken-center@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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